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RoHS指令および整合規格の徹底理解

★RoHS2 指令条項、EN50581、IEC62321、IEC62474 を正しく理解しましょう。 ★CE マーキングへの対応方法とは？
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こんなことが理解出来ます！

★RoHS2指令と旧 RoHSとの違い
★RoHS2指令独自の条項の正確な
理解
★CEマーキングへの対応方法
★整合規格 EN50581 の要求事項
★順整合規格 IEC 62321，IEC

62474 の内容の理解
★日本企業としての対処方法の留
意点とポイント

著者より
欧 州 RoHS 指 令 が 改 正 さ れ，

2 0 1 1 年 7 月 1 日 に R o H S  2
（2011/65/EU）が公布された。

 本改正は 2013 年 1 月から施行
されたが，都度改正が行われてお
り，各条項を理解する必要がある。
　加えて，最も重要なポイントと
して RoHS2 以降、CE マーキング
指令になったこと， CE マーキング
指令としての適合性検証と必要書
類の準備などが急務となっている。

　そこで本書では，まず欧州委員
会のガイダンス文書の内容等も踏
まえ，逐条解説を行う。次に，CE
マーキング対応および，適合性検
証の要である整合規格を徹底解説
する。

整合規格 EN50581 の要求事項，
さらに参照規格として引用されて
いる禁止物質の測定法 IEC62321
の要点， IEC62474（材料宣言）の
内容をわかりやすく解説する。

 また、本書は 2018 年 5 月改訂
までの内容を掲載している。

※本書は「2012 年発刊 改正 RoHS 指令および整合規格の徹底理解 書
籍」に 2018 年 5 月迄の改訂を加筆したものとなります。

第１章　欧州 RoHS 指令そして改定法（RoHS2）
の重大な影響

1. RoHS1 指令の概要 / 2. RoHS 改定の要点

第 2 章　RoHS 指令改訂の新旧対照
1. 適用範囲 / 2. 定義 / 3. 予防　4. 科学的・技術的進歩の適応

5. 制限物質の見直し（Review）

6. CE マーキング関係の義務条項 / 7. 欧州委員会の手続き

8. 罰則 / 9. / 見直し / 10.　その他の条項

11. 対象機器のカテゴリー

第 3 章　RoHS2 主要条項の逐条解説と
欧州委員会の FAQ による解釈

1. 序文 / 2. 第 1 条 対象事項

3. 第 2 条 範囲 / 3.1 第 1 項、2 項および 3 項 / 3.2 第 4 項

4. 第 4 条 予防 / 4.1 第 1 項 / 4.2 第 2 項

4.3　第 3 項および 4 項 / 4.4　第 5 項および 6 項

5. 第 5 条（付属書への科学的・技術的進歩の適応）

5.1 第 1 項 / 5.2 第 2 項 / 5.3 第 3 項～第 7 項

6. 第 6 条 付属書 II の制限物質リスト見直しおよび修正

6.1 第 1 項 / 6.2 第 2 項と 3 項

7. 第 7 条（製造業者の義務） / 8. 第 8 条 正規代理人の義務

9. 第 9 条 輸入業者の義務 / 10. 第 10 条 流通業者の義務

11. 第 11 条 製造業者の義務が輸入業者および流通業者に適用され

る場合 / 12. 第 12 条 経済事業者の特定

13. 第 13 条 EU 適合宣言

14. 第 14 条 CE マーキングの一般原則

15. 第 15 条 CE マーキング貼付のための規則および条件

16. 第 16 条 見做し適合

17. 第 17 条 整合規格への正式な異議申し立て

18. 第 18 条 EU 市場に投入された電気電子機器のマーケット監視

および管理 / 19. 第 19 条 委員会 / 20. 第 20 条 委任の実行

21. 第 21 条 委任の撤廃

22. 第 22 条 委任された法行為に対する異議申立

23. 第 23 条 罰則 / 24. 第 24 条 見直し / 25. 第 25 条 国内法化

26. 第 26 条 撤廃 / 27.　第 27 条 発効　 / 28. 第 28 条 宛先

第 4 章　CE マーキング指令になると何が変わるか ?
1. CE マーキングとニューアプローチ / 2. 標準の重要性

3. モジュール A と技術文書

3.1 コンプライアンス業務の流れ / 3.2 モジュールというもの

3.3 技術文書

4. 適合宣言

第 5 章　整合規格 EN 50581
1. 整合規格に関わる国際標準機関と欧州標準機関

2. RoHS2 整合規格の開発を依頼する Mandate 499
3. EN 50581 の要求事項 / 3.1 文書の構成

3.2 序文と適用範囲の内容 / 3.3 定義

3.4 箇条 4.1 と 4.2 の要求事項

3.5 箇条 4.3 における 4.3.1 の要求事項

3.6 箇条 4.3 における 4.3.2 項の要求事項

3.7 箇条 4.3 における 4.3.3 項の要求事項

3.8 箇条 4.3 における 4.3.4 項の要求事項

3.9 箇条 4.3 における 4.3.5 項の要求事項

第 6 章　試験アプローチのための引用整合規格 IEC 62321
1. 規格で用いられる様々な測定方法

1.1 AAS（原子吸光分析）と CV-AAS（還元気化原子吸光光度法）

1.2 ICP-OES（ICP 原子発光分析） / 1.3 ICP-MS（ICP 質量分析）

1.4 GC-MS（ガスクロマトグラフ質量分析）

1.5 CV-AFS（冷蒸気原子蛍光分析） / 1.6 XRF（蛍光 X 線分析）

2. 現在の IEC 62321 初版

2.1 IEC 62321 初版の全体構成  / 2.2 試験方法の概要

3. IEC 62321 改訂作業

4. 金属表面コーティング中の六価クロムの問題

第 7 章　エビデンスアプローチのための
参照規格 IEC 62474

1. IEC 62474 の概要 / 1.1 IEC 62474 の生まれた背景

1.2 IEC 62474 の構成とデータベースプロジェクトの関係

2. 本規格の目的と適用範囲

3. 基本概念 / 3.1　物質と物質群 / 3.2　材料 / 材料クラス

4. 基本データへの要求事項　4.1　データ構成

4.2 基本データ要求（箇条 4.2）
5. 追加データへの要求事項 / 5.1 データ構成 / 5.2 データ要求（箇条 4.3）
6. その他の要求事項

7. IEC DB 62474 と物質等の採録基準

7.1 対象物質 / 物質群 / 7.2 その他の採録事項

8. 材料宣言の記載事例

8.1 追加データを含めた記載例 / 8.2 基本データのみの記載例

9. IEC DB 62474 の実際

第 8 章　日本企業のための Q&A 集
 ＜質問 1＞  「技術文書のエビデンスのところで、分析データを必ずしも使

う必要はないということですが、使用する場合、EN 50581 では試験方法

の規格 IEC 62321 を使いなさいと規定しており、たとえば、CD レベルの

フタル酸エステルの測定規格の発行が、法律の施行スケジュールに間に

合わない場合、どのような対応を取ったらよいのでしょうか ?」
・

・全 17 問

・ 
＜質問 17＞  「適合性根拠試料（分析データ、サプライヤー宣言など）は現

在日本語ですが、全てを英文にしなくてはいけないのでしょうか ?」

付　録　RoHS2 全文和訳 
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